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Ⅰ 台湾法令アップデートの掲載開始について 
 

「AM&T CHINA LEGAL UPDATE」として、主に中国大陸に関する法令情報を配信しておりますが、

この度、台湾の最新法令情報も合わせて配信させていただくことになりました。台湾は、中国大陸

ほど法令の制定・改廃のスピードは速くないため、1、2 ヶ月に一度の不定期の配信になりますが、

最新の重要な法令をわかりやすく紹介できるように努めて参ります。今回は、本年 1 月から 3 月末

までに公布された台湾法令を解説いたします。 

ご意見、ご要望、ご質問、ご感想、アイデア等ございましたら、いつでもお寄せ下さい。 

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

パートナー 弁護士 若林 耕 
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Ⅱ 台湾法令アップデート 
 

 

台湾弁護士 呉 暁青 

 

 

最新台湾法令の解説 
 

＜輸出入業者登記弁法＞ 

輸出入業者の登記事項の公開（輸出入業者登記弁法 7－1 条）（経済部） 

〔ポイント〕輸出入業者の下記登記事項について、主務官庁である経済部国際貿易局は、何人で

も国際貿易局のウェブサイトにて検索できるように、登記事項を公開することができるようになった。

登記事項は、①名称（中国語・英語）、②住所（中国語・英語）、③代表者又は担当者の氏名、④

電話及びファックス番号、⑤輸出入許可である。また、輸出入業者は、①ウェブサイト、②メールア

ドレス、③輸出入製品の品目、④その他貿易ビジネスに資する事項を国際貿易局のウェブサイトに

登録することができる。 

（2013 年 3 月 25 日公布・施行） 

〔原文〕出進口廠商登記辦法 

 

＜会社法＞ 

価格行政処罰手続規定（改正）（国家発展改革委員会） 

株主有限責任に関する改正（会社法 154 条） 

〔ポイント〕株主の責任は、株式の引受価額を限度とするという株主有限責任の原則がある（会社

法 154 条）。2013 年 1 月の会社法の改正により、法人格否認の法理が明文化された。具体的に

は、「株主が会社の法人としての地位を濫用し、会社に一定の債務を負わせ、弁済が明らかに困

難である場合、その状況が重大でかつ必要のある場合、その株主は弁済責任を負う。」という例外

規定が追加された。改正趣旨によると、裁判所が法人格否認の法理を適用する際には、会社の

株主数および株式集中度、かかる債務が株主の詐欺行為によるものか否か、会社の資本金をも

って当該債務を弁済できないかなどに配慮する必要があるとされている。 

（2013 年 1 月 30 日公布・施行） 

 

董事・監査役の株式保有届出義務に関する改正（会社法 197 条） 

〔ポイント〕会社法 197 条 1 項によると、董事は選任された後、主務官庁に対して選任当時に保有

する会社の株式数を届け出なければならない。また、株式公開発行会社（上場会社、OTC 会社

など証券取引法が適用される会社）の董事が、任期中において選任当時に保有していた会社の

株式数の2分の1を超える株式を譲渡したとき、その董事は当然に解任されると規定されている。

一方、改正前の同条 3 項には、選任された董事が就任前に上記のような株式譲渡を行った場合、

当該選任の効力を失うと定められており、条項の文言上株式公開発行会社の董事に限定してい

なかったため、同条１項は株式公開発行会社のみに適用されるが、改正前の同条 3 項は株式公

開発行会社にも株式非公開発行会社にも適用されるという不合理な状態が生じていた。今回の

改正により、同条 3 項の規制対象は株式公開発行会社のみに限定されることが明らかにされた。 

（2013 年 1 月 16 日公布・施行） 

〔原文〕会社法 

 

＜営業秘密法＞  

刑事罰規定の追加（営業秘密法 13-1 条、13-2 条、13-3 条、13-4 条） 

〔ポイント〕営業秘密の侵害に関する刑法上の犯罪には、工商秘密漏洩罪、窃盗罪、横領罪、背

任罪、電磁的記録無断取得・削除・変更罪などがあるが、刑法上の営業秘密保護が一体性を欠

http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/130402_01.pdf
http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/130402_02.pdf
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き、その法定刑が低すぎるため、有効に営業秘密を保護することができず、営業秘密法に刑事罰

を追加する必要があると考えられていた。 

営業秘密法13-1条によると、自己あるいは第三者の利益のために、または営業秘密の所有者の

利益を害するために、①営業秘密の不正取得・利用・漏洩、②その無断複製・利用・漏洩、③営

業秘密所有者の意思に反した保有・隠蔽、または④他人の所有する営業秘密が上記①～③の

いずれかに該当することを知りながら、その営業秘密を取得・利用または漏洩することなどの行為

を行う者は、5 年以下の懲役を科するほか、ニュー台湾ドル 100 万元以上 1,000 万元以下の罰

金を併科することができる。犯罪により得た利益が罰金の最大額を上回る場合には、その所得利

益の 3 倍を上限として、罰金を加重することができる。また、営業秘密侵害罪は親告罪であり、そ

の未遂も罰する。 

なお、同法 13-2 条によると、台湾域外での利用のために、上記の罪を犯した者は、1 年以上 10

年以下の懲役を科するほか、ニュー台湾ドル 300 万元以上 5,000 万元以下の罰金を併科するこ

とができる。犯罪により得た利益が罰金の最大額を上回る場合には、所得利益の 2 倍から 10 倍

までの範囲内で、罰金を加重することができる。 

同法 13-4 条によると、法人の代表者、法人または個人の代理人、被用者あるいはその他の事業

執行者が上記の罪を犯した場合には、行為者を罰するほか、その法人または個人に対しても上記

の罰金を科する。ただし、法人の代表者または個人がその犯罪の発生を防止するために努力を

尽くした場合は、この限りではない。 

（2013 年 1 月 30 日公布・施行） 

〔原文〕營業秘密法 

 

http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/130402_03.pdf
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Ⅲ 中国相談室 
 

 

顧問 李 加弟  

 

Q:中国における現地法人は、人員削減を行いたい。中国では人員削減を行うにはどのような要件

が必要か。削減対象の従業員に経済補償金を支払わなければならないか。 

 

現在、日本企業の中には、中国だけの生産ではなく、チャイナプラスワンの方針のもとで、中国で

の生産拠点の規模縮小、再編や統合等に伴って、人員削減を考えている企業が少なくないと思

われる。 

 

1. 人員削減の方法 

 

人員削減の方法には大きく分けて(1) 従業員を強制的に解雇する方法（中国語：経済性裁員。

以下「整理解雇」という。）と、(2) 従業員に対して退職を勧奨して合意により労働契約を解除する

方法（以下「退職勧奨」という。）が存在する。 

いずれの場合であっても、退職する従業員に対して概要次の式で計算される経済補償金を支払

う必要がある。 

 

（経済補償金の額）＝（当該単位における勤務年数1）×（賃金月額） 

 

このうち、(2)退職勧奨の方法による場合は従業員と合意が成立することが条件となる。合意に当

たって、法定の経済補償金額に上乗せした支払いを行う場合も実務上よく見られるところである。 

これに対して、(1)整理解雇の場合は従業員との合意が必要とされない。 

 

2． 整理解雇の要件・手続 

 

労働契約法では、20 人以上の人員削減を行う場合、又は 20 人未満であるが企業の従業員総

数の10％以上を占める人員削減を行う場合について従業員の同意なく解雇するための特別な規

定を設けている（労働契約法 41 条）。 

 

(1) 整理解雇の要件 

 

整理解雇は、以下の場合に行うことができる。 

 

(a) 企業破産法の規定に従い会社更生を行う場合 

(b) 生産経営に重大な困難が生じた場合 

労働契約法は「生産経営に重大な困難が生じた」という要件について基準を設けていないた

め、実務上は、各地方政府が制定していた標準に基づき該当性が判断されている。しかし、

                                         
1 半年未満は半年、半年以上 1 年未満は 1 年として計算される。 
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地方によって基準自体が存在しない場合、又は非常に厳しい基準を設けている場合2もあり、

実務では本要件に基づく整理解雇が認められないことが少なくない。 

(c) 企業の生産の転換、重大な技術革新又は経営方式の調整により、労働契約を変更した後も

なお人員削減の必要がある場合 

(d) その他、労働契約締結時に前提となった客観的経済状況に重大な変化が生じたため、労働

契約の履行が不可能になった場合 

 

(2). 整理解雇の手続 

 

整理解雇は、(1)解雇の 30 日前までに労働組合又は全従業員に対する状況の説明及び意見聴

取の手続を取った上で、(2)人員削減計画3を労働行政部門に届け出るという手続を経る必要が

ある（労働契約法 41 条 1 項）。法律上は整理解雇に労働行政部門の認可は要求されていないも

のの、実際上は、整理解雇を抑制する方向での強い指導がなされている。 

 

なお、整理解雇後には、不満をもつ従業員から労働仲裁を提起される場合もあるが、整理解雇の

要件を満たし、上記の手続を適切に履行すれば、使用者が勝つのが一般的である。当然ではあ

るが、上記の実体･手続要件を満たさない整理解雇については、労働仲裁において、違法解除の

無効が認められることになる。 

 

3. 勧奨退職の方法 

 

上記のとおり、整理解雇について厳しい要件が定められているため、実務では、退職を勧奨して合

意により雇用契約を解除する方法がよく使われている。 

 

最近注目を集めた例として、2012 年の Motorola 社による人員削減がある。 

 

報道によれば、Motorola 社の人員削減過程では、200 名程度の従業員が集合し、抗議活動を行

ったとのことである。会社のイメージ等に悪影響を与えることにもつながりかねないため、勧奨退職

の方法を取る場合、労働組合（工会）を通じた従業員とのコミュニケーションや、現地の労働部門

や開発管理委員会からのサポートを得ることが非常に大切である。特に、規模の大きな企業によ

る人員削減や、社会的な影響が見込まれる人員削減に際しては、労使紛争やデモ等の発生を防

止するため、現地政府により、労働部門、公安部門、商務部門、総工会を含む協力チームを作る

のが一般的である。 

 

4. 上記のとおり、整理解雇の要件は厳しく、また手続的にもハードルが高いため、リストラを行う場

合には個々の従業員との間で合意解除を行うのが一般的である。希望退職制度を設ける場合も

あれば、個別の従業員との間で交渉を行う場合もある。これらの場合、法定の経済補償金に加え

て、任意の金銭的補償を行なうことにより、合意に導く場合が多い。任意の金銭的補償の金額に

法的制限はなく、また統計もないが、法定の経済補償金に、0.5 倍から 2 倍程度の比率を乗じた

金銭を支払う例が見られる。 

                                         
2 例えば、北京市では(i)3 年連続で損失が発生し、かつ損失額が毎年増加していること、(ii)債務超過、(iii)80%の

従業員を自宅待機させていること、(iv)連続 6 ヶ月で最低生活費基準に従い労働者に生活費を支払うことができ

ない場合の全てを満たす必要がある。 
3 人員削減計画の具体的な内容は各地方政府が異なる基準を定めている。例えば、上海市では、削減人数、削

減比率、削減従業員リスト、経済補償金の準備状況及び企業が解雇を回避する措置を取ったかどうか等の説明

が要求されている。 
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Ⅳ 中国法令アップデート 

 

 

弁護士 石黒 昭吉  

 

 

最新中国法令の解説 
 

＜独占禁止法＞ 

事業者結合制限的条件付加に関する規定（意見募集稿）（商務部） 

[ポイント] 本規定（意見募集稿）は、「独占禁止法」に基づき、競争制限・排除の効果又はそのお

それのある事業者結合につき、商務部が付すことができる制限的条件（独占禁止法第 29 条）に

関するものである。制限的条件については、現行の「事業者結合の実施における資産又は業務の

分離に関する暫定規定」（2010 年 7 月 15 日付け法令調査報告書ご参照）が存在しており、本規

定は、同暫定弁法に替わるものといえる（同暫定規定は、本規定の施行により廃止されることが想

定されている。）。本規定は、届出人が自ら行う制限的条件の提案の便宜のため、商務部は、事

業者結合に競争制限・排除効果又はそのおそれがあることを伝え、その理由を説明して届出人に

条件付加の提案をもとめるべきことや、期限内に届出人が条件付加の提案をしなかったり、提示し

た条件が不十分であったりした場合には、商務部は事業者結合を禁止すべきことなど、届出人に

よる事業者結合に対する条件付加に関する手続について詳細な規定が置かれている。また、本

規定は、行為的条件（ネットワークやプラットフォーム等のインフラの開放、重要技術のライセンス

等を内容とする制限的条件）を付す際は、審査決定において期限を設けるべきこと、期限が定め

られなかった場合には期限は 10 年とみなされることを定めている。 

（意見募集期間：2013 年 3 月 27 日～同年 4 月 26 日） 

[原文] 关于经营者集中附加限制性条件的规定（征求意见稿） 

 

価格行政処罰手続規定（改正）（国家発展改革委員会） 

[ポイント] 本規定は、「価格法」、「独占禁止法」及び「価格違法行為行政処罰規定」に基づき、

価格カルテルなどの価格違法行為に関する行政処罰手続を定めたものである。本規定について

は、2012 年 12 月に意見募集稿が公表されていた（1 月 17 日付けニュースレターをご参照。）。

価格独占行為についての行政処罰手続は、意見募集稿と同様、「価格独占の禁止に関する行政

法執行手続規定」（2011 年 1 月 11 日付け法令調査報告書ご参照）に従うものとされたが、本規

定では、同規定が規定を行っていない事項については本規定が参照適用されることが新たに明

確にされている（なお、本規定の根拠法に「独占禁止法」が含まれているが、これは意見募集稿に

は見られなかったものである。）。近時、価格カルテル及び再販売価格制限に関する大型の案件

が相次いで公表されている（価格カルテルにつき 2013 年 1 月 17 日付けニュースレター、再販売

価格制限につき 2013 年 3 月 15 日付けニュースレターをご参照）が、本規定は、施行後の類似

案件の調査手続にも影響するものと思われる。 

（2013 年 3 月 6 日公布、同年 7 月 1 日施行）（国家発展改革委員令第 22 号） 

[原文] 价格行政处罚程序规定 

http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/130402_04.pdf
http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/130402_05.pdf
http://www.amt-law.com/china_method/china_method_2010.html
http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/CPG_130117.pdf
http://www.amt-law.com/china_method/china_method_2011.html
http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/CPG_130315.pdf
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＜産業政策＞  

戦略的新興産業重点製品及びサービス指導目録（国家発展改革委員会） 

[ポイント] 国務院が 2010 年に公表した「戦略的新興産業の育成及び発展の加速に関する決

定」（国発[2010]32 号）における「戦略的新興産業」を指定する目録である。大別して(1)省エネ・

環境保護産業、(2)次世代通信技術産業、(3)バイオ産業、(4)高性能設備製造業、(5)新エネル

ギー産業、(6)新素材産業及び(7)新エネルギー自動車産業の 7 種の産業、小分類では 3100 弱

の項目が指定されている。本目録において「戦略的新興産業」と指定される産業は、上記決定に

おいて規定されている 2015 年、2020 年及び 2030 年頃までの各発展目標（例えば付加価値の

GDP に占める比率等が設定されている。）の適用を受けることになる。 

（2013 年 2 月 22 日公布、施行） 

[原文] 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（国家发展改革委员会公告 2013 年第 16

号） 

 

＜中古電気製品＞  

中古電器電子製品流通管理弁法（商務部） 

[ポイント] 本弁法は、「廃棄電器電子製品回収処理条例」（2009 年 4 月 30 日付け法令調査報

告書ご参照）等に基づき、法人や個体工商戸（個人事業者）による中古電器電子製品（既に消費

段階に入っているが、利用価値の全部又は一部が残存している電気電子製品をいい、エアコンな

どの家電製品のほか、音響映像製品などが含まれる。）の買取及び販売活動を規制するものであ

る。本弁法は、事業者が中古電器電子製品を買い取る際、売主の身分情報や売主が購入した

際の領収書などを記録すべきことや、買主に対して、別途合意した場合を除き、3 ヶ月以上の三

包（修理・交換・返品）責任を負うべきことなどを定めている。 

（2013 年 3 月 15 日公布、同年 5 月 1 日施行）（商務部令第 2013 年第 1 号） 

[原文] 旧电器电子产品流通管理办法 

 

＜契約法＞ 

ファイナンスリース契約紛争事件における法適用の問題に関する解釈（意見募集稿）（最高人民

法院） 

[ポイント] 本司法解釈は、中国の契約法で典型契約として規定されているファイナンスリース契

約に関して、(1)裁判所による同契約の認定基準、同契約の内容及び有効性、(2)契約の履行及

びリース目的物の公示方法、(3)契約の解除、(4)債務不履行責任及び(5)訴訟手続（例えば訴訟

時効等）を定めるものである。なお、現在は、1996 年（契約法施行前）に公表された「ファイナンス

リース契約紛争事件の若干問題に関する規定」（法発[1996]19 号）の一部などが適用されてい

るが、本解釈には、同規定に存在しない規定の追加や（例えばリース目的物の即時取得）、現在

の取扱いを変更する規定（例えばリース料債権の訴訟時効を 2 年から 1 年へ短縮（ただし現状維

持との両案併記））が含まれており、今後の動向に注目が必要である。 

（意見募集期間：2013 年 3 月 12 日～4 月 20 日） 

[原文] 最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释（征求意见稿） 

 

＜証券業＞ 

証券会社資産証券化業務管理規定（中国証券監督管理委員会） 

[ポイント] 本規定は、証券会社による資産の証券化業務の手続や認可要件などを定めたもので

ある（本規定の意見募集稿につき、2013 年 3 月 15 日付けニュースレターご参照。）。本規定で

は、証券化の対象となる資産が、売掛金、信用貸付資産、信託受益権などの財産権、商業用不

動産などとされ、意見募集稿では明文で定められていた債券や株式などの有価証券（これらのデ

リバティブ商品を含む。）が列挙対象からは除外された。また、資産担保証券の発行に際しては証

券監督管理委員会の認可が必要とされていたが、その認可の期限が受理から 2 ヶ月以内と定め

られた。 

http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/130402_06.pdf
http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/130402_06.pdf
http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/130402_07.pdf
http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/130402_08.pdf
http://www.amt-law.com/china_method/china_method_2009.html
http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/CPG_130315.pdf


 
 

 

9 

© Anderson Mori & Tomotsune 

（2013 年 3 月 15 日公布、施行）（中国証券監督管理委員会公告[2013]16 号） 

[原文] 证券公司资产证券化业务管理规定 

 

＜税務＞ 

インターネットインボイス管理弁法（国家税務総局） 

[ポイント] 本弁法は、「発票管理弁法」に基づき、インターネットインボイス（発票）の発行、送付、

受領及びそのシステムについて定めたものである。納税者は、税務機関が提供し、又は認可した

インターネットインボイス発行システムにより、現行の紙媒体によるインボイスの替わりにインターネ

ットインボイスを発行することができる。インターネットインボイスは、既に一部の地域で試験的に取

り入れられているが、本弁法により全国的に使用されることとなる。 

（2013 年 2 月 25 日公布、同年 4 月 1 日施行）（国家税務総局令第 30 号） 

[原文] 网络发票管理办法 

 

＜上海市＞ 

上海市労災保険実施弁法（上海市人民政府） 

[ポイント] 本弁法は、「社会保険法」、「労災保険条例」に基づき、上海市における労災保険につ

いて定めたものであり、現行の「上海市労災保険実施弁法」に替わるものである。本弁法では、派

遣労働者に関する使用者の上乗せ労災保険料（使用者の労災保険料の使用状況、労災事故の

発生状況などにより毎年 1 度算定される。使用者は、納付基準の 2.5 パーセント以下で確定され

る額を基礎保険料率 0.5 パーセントに上乗せして支払う必要がある。）は、派遣先が負担すべきこ

となどが新たに盛り込まれている。 

（2012 年 11 月 2７日公布、2013 年１月 1 日施行） 

[原文] 上海市工伤保险实施办法 

 

 

http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/130402_09.pdf
http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/130402_10.pdf
http://www.amt-law.com/pdf/bulletins7_pdf/130402_11.pdf
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【中国の乳幼児用粉ミルク問題】 

顧問 杜 雲華 

 

 

最近中国を賑わせたニュースの一つに、今年 3 月 1 日から香港で実施された「乳幼児用粉ミルク持出制

限」がある。乳幼児用粉ミルクを香港から持ち出す場合、(i)24 時間以上香港に滞在していること、及び

(ii)1 人あたり 1.8kg を上限とすることという制限が課せられ、違反者には最高で禁固 2 年と罰金 50 万香

港ドルの刑事罰が科されるというものである（24 時間未満の滞在で持ち出す場合は乳幼児の同行が必

要。）。実際にこの規定に基づき約 20 名が処罰を受けたと報道されている。 

 

香港でこのような規制がされた背景には次のような問題がある。2008 年のメラミン混入粉ミルク事件（三

鹿事件）以後、大陸産の粉ミルクは完全に信頼を失った。乳幼児を持つ親は、海外旅行者や海外の親戚

や友人、更には専門の代行業者に依頼するなどして、海外の粉ミルクを買おうとした。アメリカ、オーストラリ

ア、ニュージーランド、オランダ、ドイツの粉ミルクが買占めの対象となり（日本の粉ミルクは東日本大震災

後の放射能の不安からあまり人気がない。）、特に香港は大陸から近く、これらの国の商品が手に入りやす

いため、最も人気の購入地となっている。しかし、中国大陸では毎年約 1700 万の子供が生まれることか

ら、この巨大の需要は現地の粉ミルク不足を生じさせてしまった。 

 

以上が香港の規制の背景と言われている。香港の規制の影響を受け、最近では台湾への旅行客が大量

の粉ミルクを購入するということが増加しているようである（台湾ではまだ買い占めが規制されていない。）。 

 

国産粉ミルクの安全性は閉会したばかりの全国人民代表大会でも盛んに議論された。例えば、これまで複

数の部門が担当していた食品安全の監督機能を整備し、新しく国家食品薬品監督管理総局を作り、食品

安全への監督管理の強化を目指すという対応が採られている。 

 

まもなく母親になる私も、国産粉ミルクか、海外粉ミルクか、どのブランドがいいか、海外の粉ミルクを選択

すればどうやって購入するか、本物をどう見分けるかなどが大きな問題である。いつか、中国でもどこでも

安全な粉ミルクを購入できるようになることを期待している。 
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TOPICS 

 

2013 年 3 月 21 日 

 

◆シンガポール・上海・名古屋オフィス開設のお知らせ◆ 

この度、アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、日本企業の海外での事業展開をサポートできる

体制を拡充すべく、また、東海地方の依頼者の皆様のご要望にも対応すべく、本年度中にシンガ

ポール、上海および名古屋にオフィスを開設することになりましたので、お知らせします。 

 

 当事務所は、国際的業務を取扱う総合法律事務所の草分け的存在として、これまで培った知

識、経験およびノウハウならびに、長年の人材交流および業務における協力関係を通じて築いた

世界各国・地域の有力法律事務所との強固かつ緊密なネットワークを利用して、依頼者の国際的

企業活動をサポートしてまいりました。さらに、昨年からは「アジア・新興国の各国担当デスク」を設

置し、地理的にもより広範囲でかつ専門性の高いワンストップ・サービスの提供に努めてまいりまし

たが、この度、各地にオフィスを開設し、各地域におけるサービスを一層拡充いたします。 

 

◆東京オフィス移転のお知らせ◆ 

当事務所は、業務と弁護士数の拡大に合わせて東京オフィスを移転することになりましたのでお

知らせいたします。移転先および移転時期は次のとおりです。 

 

移転先：〒107-0051 東京都港区元赤坂一丁目 2 番 7 号 赤坂 K タワー 18 階～24 階 

時期（予定）：新オフィスでの業務開始は、 2013 年 7 月中旬を予定しております。 

 

2013 年 3 月 21 日  

 

Chambers and Partners による Chambers Global 2013 において、当事務所は Banking & Finance

部門および Capital Markets 部門の各部門にて高い評価を受けました。 

 

また、Corporate / M&A: Foreign Experts 分野にて当事務所の森脇章弁護士が高い評価を獲得

しました。 

 

 

http://www.chambersandpartners.com/Global
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 本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。 

お問い合わせ等ございましたら、当事務所の 森脇 章（ ）、中川 裕

茂（ ）又は若林 耕（ ）までご遠慮

なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。 

本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部又は全部

について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。 

  
 本ニュースレターの配信又はその停止をご希望の場合には、お手数ですが、 

 

までご連絡下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

本ニュースレターの執筆担当者： 

（東京オフィス） （北京オフィス） 

森脇 章 中川 裕茂 

中川 裕茂 濱本 浩平 

若林 耕 李 加弟 

石黒 昭吉 李 彬 

屠 錦寧 杜 雲華 

胡 絢静 安 然 

許 明義 

呉 暁青 
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